
 

 

 

別紙１ 

 

用 語 解 説 

 

■アクティビティ ログ 

当社のオンライン取引システムで表示される取引に関する記録。 

■維持保証金必要額 

オープンポジションを維持するのに必要な保証金の最低額。当社における維持保証金必

要額は、必要保証金額の 25％となっております。 

■イフダン注文 

第一次注文と第二次注文を同時に出す指値注文で、第一次注文が成立した場合にのみ 

第二次注文が有効となる指値注文。 

■イフダンＯＣＯ注文 

イフダン注文における第二次注文を OCO にする指値注文。 

■売りポジション 

基準通貨の売りの結果生じたオープンポジション。 

■売り呼値 

当社またはその他の人が、外国為替契約（クロスカレンシー契約を含む）で、ある特定

の外貨を売ろうとする価格。 

■ＯＣＯ注文 

２つの注文のうち一方が執行されると他方が自動的に取り消される指値注文。 

■オープンポジション 

反対売買により決済されていない取引のポジション（買いポジションと売りポジション

の双方を含む）。 

■外貨 

日本以外の国により発行され、その国の法律に基づく債務の支払として認められる通貨。 

■外国為替契約 

一つの通貨と引き換えに他の通貨との売買を行う為替取引契約。 

■外国為替取引 

外国為替契約（クロスカレンシー契約を含む）を締結する取引。 

■為替レート 

２つの通貨間の交換レート。 

■買いポジション 

基準通貨の買いの結果生じるオープンポジション 
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■買い呼値 

当社またはその他の人が、外国為替契約（クロスカレンシー契約を含む）で、ある特定

の外貨を買おうとする価格。 

■基準通貨（または基軸通貨） 

外国為替取引を行う際、基準となる通貨。 

■逆指値注文（ストップロス注文） 

指定した通貨または通貨ペアについて、現在の売呼び値よりも高い価格での買いまたは

現在の買い呼び値よりも安い価格での売りを指定し、呼び値がこれらの価格に到達した

ときにはじめて発注し約定させる注文。 

■クロスカレンシー契約 

クロスカレンシーペアを売買する為替契約。 

■クローズドポジション 

反対売買により決済されたポジション。ポジションは、これに対応する反対売買が行わ

れた時点で決済されたものとみなします。 

■取引 

特定の通貨と別の特定の通貨を、決められた履行日に受け渡すことを内容とする当社と

お客様の間の契約。 

■口座 

お客様が当社との間で行う外国為替取引に関して、当社との取引、手数料その他の収支

の記録を行う口座。 

■口座残高 

お客様が当社に開設した口座の残高。 

■差額決済（または差金決済） 

履行日において、当社とお客様の間において、オープンポジションをそれに対する反対

売買によって決済する際、相手側に対して交付すべき総額がより大きい当事者が差額の

みを支払う決済方法。本契約に基づく履行はすべて差額決済の方法によります。 

■指値注文 

指定した通貨または通貨ペアを、指定した為替レートで売る、または買うという注文  

（成行注文以外）。買いの指値注文は、原則として、当社の提示する売り呼値が指値注文

で指定した為替レートと同等もしくはそれ未満になったときに執行されます。売りの指

値注文は、当社の提示する買い呼値が指値注文で指定した為替レートと同等もしくはそ

れを越えたときに執行されます。 
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■GTC 注文 

取り消されるまで有効な指値注文。お客様により取り消された場合を除き、取引成立ま

で有効となります。 

■出金請求 

お客様による、お客様の口座からの資金の引出請求。 

■自動ストップロス 

保証金残高が必要保障金必要額を下回った場合に、当社（カバー先を含む）の裁量によ

り、お客様の有するポジションの一部ないし全部をお客様の指示を待たずに行われるポ

ジションの決済。 

■直物契約 

通常、取引日から 2 営業日後（またはカナダドルと米ドルの売買の場合には翌営業日）

を履行日とする為替取引契約。当社とお客様との間の取引はすべて直物取引ですが、原

則としてロールオーバーされるので、オープンポジションが反対売買により清算された

日の 2 営業日後に差額決済の方法により履行されることとなります。 

■ストップロス注文 

オープンポジションの価値が低下した場合に、一定額以上の損失を防止する目的で、お

客様の指定するレートになった時に、反対売買によりオープンポジションを決済する取

引注文。なお、本システムにおいてストップロス注文とは逆指値注文全般を指し、一般

的なストップロス注文よりも広義に用いられます。 

■清算注文 

反対売買によりオープンポジションを清算する注文。 

■対貨（または決済通貨） 

基準通貨と取引される通貨 

■デイオーダー 

注文が出された当日のニューヨーク市場クロージング（17:00 EST、夏時間の場合、日本

では翌日午前 6 時、冬時間の場合、翌日午前 7 時 ）まで有効な注文（成行注文以外）。

但し金曜日はニューヨーク市場クロ－ジング（16：30EST、夏時間の場合、日本では翌土

曜日午前 5時半、冬時間の場合、翌土曜日午前 6 時半）までの有効となります。 

■デモ取引システム 

当社のウェブサイトで利用できる当社の擬似取引システム。 
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■店頭 

当社やお客様を含む市場参加者が、取引所を通さず、直接契約を締結する取引（相対取

引）。本契約の基づく取引はすべて当社とお客様の間の店頭での取引となります。 

■店頭外国為替保証金取引 

 通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行

う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つ。 

■当社のオンライン取引システム（「本システム」） 

お客様がログインし取引を実行及び管理を行う、当社のインターネットを用いた店頭外

国為替保証金取引システム。 

■当初保証金必要額 

お客様が当社に口座を開設する際に預託される保証金の最低額。 

■ドル価値 

ドル以外の通貨を、一定の時点における市場レートにより米ドルに換算した金額。 

■取引日 

当社とお客様間で取引がなされた日。ただし、各営業日の日次締切（当社がその裁量に

より決定する時刻）の後に取引がなされた場合は、取引日は翌営業日となる。 

■成行注文 

指定した通貨または通貨ペアを、現行の為替レートで売るまたは買うという注文。買い

注文は市場売り呼値で執行され、売り注文は市場買い呼値で執行されます。 

■値洗い 

当社が営業日の終わりとして定めた各営業日の特定の時点（日によって異なることもあ

ります）におけるオープンポジションの損益評価（未実現利益及び未実現損失）。 

［値洗いの結果は、保証金残高に反映されますが、口座残高には反映されません。］ 

■必要保証金額 

お客様の希望するポジションを建てるために必要な保証金残高。 

■プラットフォ－ム 

当社のオンライン取引システム中、お客様が単位数量を入力し、「買い/売り」をクリッ

クすることで取引を執行することができる画面、オープンポジション、［保証金残高］、

口座残高、取引履歴、現在の市場実勢レート等が表示されます。 

■ポイント（またはピップス） 

外貨価格の最小単位。（例：USD/CHF の場合、１ポイントは１スイスフランの１万分の１

であり、 USD/JPY の場合、１ポイントは１円の百分の１である１銭を意味する）。 
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■ポジション管理画面 

オープンポジションとそれに関連する未実現損益の一覧。当社のオンライン取引システ

ムに表示される。 

■保証金残高 

口座残高に実現損益、未実現損益及び手数料等を加減したもの。お客様が建てることの

できるオープンポジションの総額の決定、追加証拠金の請求、自動ストップロス等の基

準として使われます。保証金残高は、オープンポジションの値洗いに基づき算定した理

論的な数値であり、実際にお客様が当社に開設した口座に有している口座残高とは異な

ります。 

■未実現利益／損失 

当社の判断により決定する、現在の市場レートで評価したオープンポジションの理論的

な利益または損失。 

■ロールオーバー 

当社の裁量により合理的と思われる条件及び方法で、顧客の口座にある全てのポジショ

ンを、お客様のリスクにおいて、次の履行期日まで履行を繰り延べること。 

■約定 

注文に従いお客様の口座の取引が成立されたこと。約定後は、お客様は、注文の、取消

し、変更及び撤回をすることはできません。 

■約定取引明細 

当社のオンライン取引システムで表示される特定の期間内に執行された取引の一覧。 
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